
◆ 対象となる世帯（対象世帯については、支給確認表を確認してください。） 

  令和５年７月１日現在、次の全てに該当する世帯 

  ・ 保護者等が福岡県内に住所を有すること 

  ・ ①生活保護受給世帯（生業扶助を受給していること）又は②道府県民税所得割及び市町村民税所得割が

非課税（保護者等全員の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税）である世帯 

    ※②の世帯については、均等割のみ課税されている場合は対象となります。 

  ・ 生徒が高等学校等就学支援金の支給を受ける資格を有する者であること 

 

 

 

 

 

 

◆ 支給額 

 

 

 

 

 

 

 

  

福岡県では、平成２６年４月１日以降、私立高等学校等に入学した者のうち低所得世帯に対し、高校生等奨学給
．．．

付金
．．

を支給します。 

 この給付金は、授業料以外の教育費負担を軽減するために支給されるもので、返済は不要です。 

１ 制度の概要 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    ・申請区分については、支給確認表を必ず確認してください。 

 ・新入生早期分を支給済みの方の通常申請での支給額は、年額から支給済額（年額の４分の１） 

を差し引いた金額になります。 

 

 

世帯区分 課程 支給額（年額） 

Ａ－①、Ａ－② 

生活保護（生業扶助）受給世帯 

全日制・定時制・

通信制 
５２，６００円 

Ｂ 

（上記Ａを除く） 

Ｂ－① 

非課税世帯（第１子） 
全日制・定時制 １３７，６００円 

Ｂ－② 

非課税世帯（通信制） 
通信制 ５２，１００円 

Ｃ 

（上記Ａ、通信制

生徒を除く） 

非課税世帯 

（第２子以降等） 
全日制・定時制 １５２，０００円 

専攻科に通う生徒（非課税世帯） 専攻科 ５２，１００円 

～全ての生徒が安心して教育を受けられるために～ 

高校生等奨学
しょうがく

給付金
きゅうふきん

を支給します 

（福岡県私立高校生等奨学給付金募集要項（通常申請分）） 

 

 

 ただし、以下の要件に該当する場合は対象外となります。 

・児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費（母子生活支援施設の高校生等を除く）が措置されている者 

・他の都道府県又は教育委員会が支給する奨学のための給付金の支給対象となった者 

・保護者等の中に、令和５年１月１日時点で海外に居住しており、住民税の課税情報が取得できない者がいる場合 



２ 申請書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３ 申請手続について 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

（注）保護者等が福岡県外に在住する生徒は、保護者等が在住する都道府県に申請してください。 

 世帯区分及び在学する学校に応じて、以下の書類を提出してください。 

○共通書類 

 ・福岡県高校生等奨学給付金申請書 

  ※様式１－１又は様式１－５（専攻科用）のうち、該当するものを提出してください。 

 ・債権者登録申出書（下記の「３ 申請手続について」に URL記載の県ＨＰには様式２で添付） 

 ・通帳の見開き部分の写し等（金融機関名、支店名、口座番号、名義人などの分かるもの） 

・在学証明書（県外の高等学校等に在学し、学校を経由せず申請する場合のみ必要） 

○添付書類（世帯区分ごと／高校生等（専攻科の生徒除く）） 

Ａ． 生活保護受給世帯（生活保護受給世帯であって生業扶助を受給している世帯） 

・ 生活保護受給証明書（令和５年７月１日現在で生業扶助を措置していることを証明するもの） 

※写しの提出可。保護証明書の発行窓口で発行可能。 

※必ず基準日以降に発行したものを提出してください。 
  

Ｂ． 道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税である世帯 

・ 令和５年度課税証明書又は非課税証明書等（写しの提出可。） 
 

Ｃ．道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税で、複数の高校生等がいる世帯又は高校生等以

外に１５歳（中学生を除く。）以上２３歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる世帯 

・ 令和５年度課税証明書又は非課税証明書等（写しの提出可。） 

・ 令和５年７月１日現在の扶養を確認できる兄弟姉妹の健康保険証等の写し 

○専攻科の生徒であり、道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税である世帯 

  ・ 令和５年度課税証明書又は非課税証明書等（写しの提出可。） 

  ・ 個人対象要件証明書（県外の高等学校等に在学し、学校を経由せず申請する場合） 

    ※在学証明書を学校に発行依頼する際に、併せて作成を依頼してください。 

 

 

 
申請期限：令和５年８月３１日（木） → 令和５年１２月８日（金）まで延長 

・ 生徒が県内に本校を有する学校に在学している場合は、学校に提出してください。 

・ 生徒が県外に本校を有する学校に在学している場合は、個別に学校に問い合わせください。 

奨学給付金については福岡県庁ホームページにも掲載しています。(５月中旬更新予定) 

（URL http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/h26-shogakukyuhukin.html） 

 ※生徒が県外に本校を有する学校に在学しており、学校より県に直接申請するよう指示があった方につい

ては、申請書等を添付しておりますので、上記のホームページより印刷してください。 

     なお、ご家庭等に印刷する環境がない方についても、同ホームページの「申請書等の入手方法」内に資

料請求方法等を記載しておりますので、確認してください。 

   ※記入例も添付しておりますので、記入時に不明な点がありましたら確認してください。 

 

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/h26-shogakukyuhukin.html


○家計急変世帯への支援について 

住民税が課税されているが、災害等により収入が減少し、非課税世帯に相当する世帯が対象です。 

令和５年１月１日以降に急変した世帯が対象です。 

申請期間は、令和５年７月１日（土）～令和６年２月２９日（木）です。 

 ※申請区分は通常申請の場合と同じです。（生活保護区分は家計急変の対象外です。） 

提出書類 

・ 福岡県高校生等奨学給付金申請書（様式１－２又は１－６（専攻科用）のうち該当するもの） 

・ 高校生等奨学給付金（家計急変）申立書 

・ 債権者登録申出書（県ＨＰには様式２で添付） 

・ 通帳の見開き部分の写し等（金融機関名、支店名、口座番号、名義人などの分かるもの） 

・ 令和５年度課税証明書等（写しの提出可） 

・ 在学証明書（県外の高等学校等に在学し、学校を経由せず申請する場合） 

・ 個人対象要件証明書（県外の高等学校等専攻科に在学し、学校を経由せず申請する場合） 

・ 申請日時点の扶養を確認できる兄弟姉妹の健康保険証の写し（世帯区分Ｃで申請する場合） 

※家計急変理由が離婚で、家計急変日の属する月の翌月の１日（家計急変日が１日の場合は急変日、７月１日

までに家計が急変した者については７月１日）時点で健康保険証の被保険者が保護者等でない場合は、Ｂ－

①区分での認定となります。 

・ 家計急変後の収入を証明する書類 

※詳細は、申請書別紙「家計急変対象者であることの証明書類一覧表」を確認してください。 

①収入が減少した場合（離職した場合を除く） 

        会社作成の給与見込、直近の給与明細（原則申請時点の直近３か月分）、賞与明細書、又は賞与見込額に関す

る書類、税理士又は公認会計士の作成した証明書類など、家計急変後の収入状況が確認できるもの 

      ※自営業者等、確定申告が必要な所得のある方については、申請書別紙「収入状況申告書」を記入の上、提出し

てください。（税理士等が作成した残高試算表等の書類や、会計ソフト等で出力した書類がある場合は、その書

類を提出していただいて構いません。） 

 ※保護者の離婚や死亡、病気や怪我による休職等により家計急変が発生した場合は、その事実を証明する書類

を添付してください。 

②離職した場合 

       雇用保険受給資格者証、解雇通告書、破産宣告通知書、廃業等届出など、家計急変の原因が確認できるもの 

※定年退職や自己都合の退職については家計急変の対象外です。 

   （自己都合退職については、申立書の内容を踏まえ個別に判断しますので、申立書には家計急変の内容を詳 

細に記載してください。） 

 

 

 

 ４ 支給方法 

 

・ 支給決定後、学校を通じて振込予定日を記載した支給決定通知書を送付し、申請者の指定する口座に振

り込みます。（支給決定通知前に振込日をお問い合わせいただいても回答できかねますので、ご了承くださ

い。）支給日は、１０月下旬～翌年 1月の間の予定です。 

・ 支給は原則として学校毎の審査が終了したものから順次行いますが、書類不備等により学校毎の審査完

了までに時間を要する場合は、支給時期が遅くなることがあります。 

・ 申請後、奨学給付金支給口座の凍結や名義変更が発生した場合は、至急学校（当課に直接申請した方は

当課）に連絡してください。（連絡が遅れると、給付金の支給ができなくなる場合があります。） 

・ 奨学給付金の支給口座については、控えを取る等して必ず忘れないようにしてください。 

  （個人情報となりますので、お問い合わせに対して回答を差し控えさせていただくことがあります。） 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問合せ先・申請書提出先 

 福岡県 人づくり・県民生活部 私学振興・青少年育成局 私学振興課 修学支援係 

 〒８１２－８５７７ 福岡市博多区東公園７番７号 

 電話 ０９２－６４３－３１３９ 

・給付額について 

    ⅰ) ７月１日までに家計急変が発生した者 

       →年額を支給 

    ⅱ) ７月２日以降に家計急変が発生した者 

→発生日に応じた月割り額を支給 

※家計急変日の属する月の翌月（急変日が１日の場合は当該月）以降の月数で算出 

     （例１）１０月１日に家計急変が発生した場合（Ｃ区分世帯） 

     １５２，０００円×６月（１０月～翌年３月）／１２月＝７６，０００円 

     （例２）１２月３１日に家計急変が発生した場合（Ｃ区分世帯） 

     １５２，０００円×３月（翌年１月～翌年３月）／１２月＝３８，０００円 

     ※給付額の算定において端数が生じた場合は、小数点を切り捨てます。 

 

・収入基準について 

確認書類をもとに、家計急変発生後１年間の年収を推計し、所得割合算額の見込が非課税の世帯に該

当するか判断する。 

＜所得割合算額の見込が非課税の世帯の年収目安＞ 

世帯構成 年収目安 

３人世帯 2,214,286円未満 

４人世帯 2,714,286円未満 

５人世帯 3,214,286円未満 

※年収は目安のため、該当していても対象外となる場合があります。 

 

・年収見込額の推計等 

・収入見込額には退職金等の一時的な所得のほか、失業手当や傷病手当等の非課税所得は含めないもの

とする。 

・会社作成の給与見込等がなく、給与月額等で年収を推計する場合は、次の計算方法によるものとする。 

原則として、（３か月の平均給与月額×12月）＋賞与（見込）額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


